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水環境を考え、水とふれあう機会の確保 

情報の収集、公表 

調査研究の推進 

流域自治体等との交流・連携 

県民、事業者、民間団体等との連携 

活動を支えるしくみづくり 

ボランティア活動の促進 

環境学習施設や学習プログラムの充実 

指導者の養成 

家庭や地域における取組の促進 

学校における取組の促進 

環境学習の推進 

各種啓発活動の実施 

自主的な保全活動の促進 

水環境を学ぶ 
機会の充実 

環境コミュニケーションの推進 

水環境に関する情報の共有 

水環境の保全に 
関する体制の整備 
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１　水環境を学ぶ機会の充実

（１）環境学習の推進

課　題
・　子どもたちが、水に親しむとともに、水の持つ様々な恵みを理解し、水を大切にす

る行動を実践するための教育環境の整備が求められている。

・　小・中学校における環境学習やこどもエコクラブ等の活動を、大学や企業等を含め

た地域的な広がりに発展させる方策が必要である。

・　県民の水環境保全に関する意識は総じて高く、今後は、身近な河川の水質の状況や、

農地・森林の水源かん養機能等についての情報、ふれあい活動の場を提供することに

より、県民一人ひとりの実践活動を促進していく必要がある。

施策の内容　

①　水環境を考え、水とふれあう機会の確保

・　自然に対する理解と関心を深めるため、自然観察会等の自然とのふれあい活動を推

進する。

・　河川愛護団体等の活動を通して、住民参加による河川の美化・清掃活動を促進する

とともに、これらの活動を積極的に支援する。また、小・中学生を対象にした体験型

の環境学習事業を実施する。

・　水田、ため池、農業用用排水路などの身近な水辺環境フィールドを活用した体験活

動を推進する。また、これらの施設の維持保全活動が継続的に取り組まれるよう、地

域における多様な住民活動を支援する。

田んぼの学校
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②　学校における取組の促進

・　水辺を活用した子どもたちの環境学習、自然体験活動を推進するために、学校教育

関係機関等の策定する計画に対し、必要に応じて水辺の整備を実施し、活動の支援を

図る。

・　自然とのふれあいを推進するため、学校における自然観察会等の環境学習の機会に

講師を紹介するなどの支援を行う。

③　家庭や地域における取組の促進

・　家庭でできる生活排水対策を推進するとともに環境家計簿等の普及啓発を図る。

・　身近な水環境保全活動の周知や情報提供を通して、地域的な広がりを持った活動に

発展させる。

・　とちぎ県政出前講座等を活用し、水環境保全についての理解と協力を求める。

④　指導者の養成

・　環境学習や地域住民活動に対する助言・指導に関わる指導者の資質の向上を図る。

・　自然とのふれあいを推進するための指導者の人材の育成を計画的に進める。

⑤　環境学習施設や学習プログラムの充実

・　各環境学習施設との連携を図りながら、水環境の保全に関する学習機会の拡充を図

る。

・ 「環境学習プログラム」の効果的な利活用の普及を図る。

・　農村地域の水辺環境における体験学習の手引きを作成し、学校教育への活用を推進

する。

（２）各種啓発活動の実施

課　題
・　水に関する行事への参加機会を広く提供するなど、効果的な啓発活動を展開する必

要がある。
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施策の内容　

・　水の週間、河川愛護月間等の啓発運動月間等を通じて、作文や絵画の募集、広報、

イベントの開催等を実施する等、水環境保全に関する意識の高揚を図る。

表４－１　水環境に関する啓発運動等 

啓発運動の名称 期　間 啓　発　内　容　等 

◇緑化意識の普及啓発 

　・植樹祭、育樹祭 

　・緑づくり「夢」作文・緑化運動テーマコンクール 

　・苗木配布会・緑の募金キャンペーン 

◇水道水の有効利用に関する意識啓発 

◇環境保全思想の普及 

　・環境展 

　・空き缶散乱防止ポスター・標語コンクール等 

◇河川愛護思想の普及 

　・河川清掃活動の実施 

　・河川愛護ポスターコンクール等 

◇森林とダム等の重要性についての意識啓発 

　・ダムの見学会、森林浴ツアー、上下流交流イベント等 

◇水の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性の啓発 

　・水の作文コンクール、水の講演会等 

◇環境衛生思想の普及等 

◇下水道の整備、下水道接続促進等の啓発 

　・下水処理施設の公開等 

４～５月 

９～11月 

６／１～７ 

６／１～30

７／１～31

７／21～31

８／１～７ 

９／10

9／24～10／１ 

緑化運動 

下水道の日 

環境衛生週間 

水の週間 

森と湖に親しむ 
　　　旬間 

河川愛護月間 

環境月間 

水道週間 

森と湖に親しむ旬間（東荒川ダム）下水道フェスティバル
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２　水環境の保全に関する体制の整備

（１）自主的な保全活動の促進

課　題
・　水環境の保全に関して、県民、事業者、民間団体といったあらゆる主体が、それぞ

れの役割や責務を認識し、自主的かつ積極的な取組を実践していく必要がある。

・　水環境保全活動に意欲や関心のある県民が多くなってきており、必要な情報や活動

機会の提供が必要になっている。

施策の内容　

①　ボランティア活動の促進

・　農業や農村の持つ多面的機能の維持を図るため、地域住民とボランティアが協力し

あうパートナーシップ型のシステムを構築する。

・　平地林や湿原等を保全するため、民間団体の活動を支援する。

・　森林ボランティア活動への参加者を募集登録し、参加者と活動の受入側とをつなぐ

ことによりボランティア活動の機会を創出する。

・　市町村河川愛護会が実施する河川美化活動と併せ、地域住民等のボランティア団体

が行うボランティアサポートプログラム＊1を積極的に活用し、河川環境の保全を図る。

②　活動を支えるしくみづくり

・　とちの環県民会議＊2等を通して各活動団体の内容を把握し、保全活動の委託を検討

している者へ情報を提供する。

・　ボランティア活動等を促進するため、指導者の登録、紹介、養成等を行う。

・　持続的なボランティア活動が展開されるための支援のあり方（エコマネー＊3等）に

ついて検討する。

（２）環境コミュニケーションの推進

課　題
・　県民、事業者、民間団体、学識経験者等と互いに情報を交換、共有化し、それぞれ

の立場や利害を調整して解決策を模索するための体制が求められている。

・　流域の環境管理に取り組むとともに、水源林や上流部の水環境・流域環境を中流・

下流の住民等が共に支えあえるような参加の仕組みが必要である。

＊1 「愛リバーとちぎ」事業では、軍手やごみ袋等の活動用具を提供し、活動の支援をしている。
＊2 各主体のパートナーシップのもと、環境保全を図るための実践活動を推進するため、平成15年に設立された。
＊3 エコマネーとは、ボランティア活動の対価として、商品やサービスの提供が受けられる地域通貨のこと。エコマネー

（eco + money）の「eco」 は、ecology（環境）、economy（経済）、community（地域）に由来している。
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施策の内容　

①　県民、事業者、民間団体等との連携

・　とちの環県民会議の活用により、県民、事業者、民間団体等との連携・協力を図り、

効果的な環境保全活動を推進する。

・　環境影響評価制度の適正な運用を図り、県民、事業者、学識経験者等が有益な情報

を提供してよりよい環境配慮を実現していく。

・　河川改修や土地改良事業等を実施する場合には、地域関係住民等の意見を聴取し、

事業への反映に努める。

②　流域自治体等との交流・連携

・　水環境を保全するための流域全体の取組について、関係自治体等と交流・連携を図

るとともに、協力・役割分担等のあり方を検討する。

（３）水環境に関する情報の共有

課　題
・　県民や民間団体等の水環境保全活動を活性化し、効率的に行うとともに、地域

の水環境を保全していくため、それぞれが有する多様な水環境関連情報の共有化

が必要である。

施策の内容　

①　調査研究の推進

・　環境汚染状況の実態調査、発生源に係る各種試験検査、環境汚染対策のための

基礎的研究を実施する。

・　環境との調和に配慮した農業生産基盤の整備を図るため、地域住民や学識経験

者等の意見を踏まえ、水質や生態系等の調査を行う。また、環境への影響や環境

保全対策の効果についてのモニタリング調査を実施する。

・　農業水利施設や周辺農用地等の維持保全を図るための地域住民活動等の先進事

例の調査、研究を行う。

・　県版レッドデータブックの作成、頒布により情報の共有化を図るとともに、定

期的な改訂版作成へ向けて継続調査を行う。

・　河川整備に伴い、必要に応じて水辺環境等の調査を行い、整備に反映させる。

②　情報の収集、公表

・　県が実施している河川、湖沼、地下水等の監視結果等の水に関する情報を公表

する。

・　環境白書を通して、県の施策の実施状況を広く公表する。

・　水に関する様々な情報の収集に努め、関係機関と連携してインターネット等を

通じて提供する。


